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１ 趣旨 

和牛は、我が国において、家畜改良機関や生産者の長年の努力によって改良されてき

た我が国固有の財産であるとの認識の下、生産者等による輸出自粛等に向けた取組が行

われているところである。 

しかしながら、今般、和牛の受精卵が輸出検査を受けずに中国に持ち出され、中国当

局において輸入不可として取り扱われた事案が確認されたことを受け、我が国における

和牛精液や受精卵（以下「和牛精液等」という。）の適正な流通管理の徹底を求める声

が高まっている。 

このような情勢を踏まえ、学識経験者、畜産関係団体等から構成する「和牛遺伝資源

の流通管理に関する検討会」（以下「検討会」という。） を開催し、和牛遺伝資源の流

通管理の適正化について検討するものとする。 

 

２ 検討項目 

（１）和牛精液等の流通管理に関する現状と課題 

（２）今後の和牛遺伝資源の流通管理の適正化に関する対応方向 

 

３ 検討会の組織 

（１）検討会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 

（２）検討会には、座長及び座長代理を置く。 

（３）座長は委員の互選により選任する。座長代理は、検討会の承認を得て、委員のう

ちから座長が指名する。 

（４）座長は、検討会の議事を運営する。座長代理は、座長を補佐するとともに、座長

に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

４ 運営 

（１）会議は公開とする。 

（２）会議の資料は、会議終了後、ホームページにより公表する。 

（３）会議の議事概要については、会議終了後、委員の了解を得た上で、ホームページ

により公表する。 

（４）（１）から（３）までにかかわらず、検討会の運営に支障があると認められる場

合等検討会が必要と判断したときは、会議を非公開とし、会議資料を非公表とする

ことができる。 

 

５ その他 

（１）検討会の事務局は、生産局畜産部畜産振興課において行う 

（２）この要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、座長が定める。 
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